
午後２時５８分 再開

○岡 田議 長 休 憩前 に 引き続 き会 議を 開き、 市政 一般に 対す る質

問を続行いたします。

又野議員。

〔又野議員質問席へ〕

○又 野議 員 日 本共 産 党米子 市議 団の 又野史 朗で す。私 から は、

大要 ３点 質問さ せて い ただき ます 。た だ、ち ょっ と今日 、喉 の調

子が 悪く てお聞 きづ ら い点が もし かし たらあ るか もしれ ませ んの

で、よろしくお願いいたします。

ま ず、 誰もが 健康 で 文化的 な生 活を 送る社 会の 実現の ため に質

問をします。

生 活扶 助基準 引下 げ を違法 とし た最 高裁判 決に ついて です 。今

年の ６月 ２７日 、最 高 裁判所 は、 国が ２０１ ３年 から３ 回に 分け

て行 った 生活保 護基 準 の引下 げは 違法 である との 判決を 出し まし

た。 生活 保護利 用者 は 、平均 6.５ ％ 、 最 大 １ ０ ％ も の 生 活 扶 助 費

が 減 額さ れ、そ の影 響 が長期 間続 いた 上に、 現在 の物価 高騰 、猛

暑な どで 生活は 一層 困 難にな って きて います 。こ のよう に違 法な

引下 げに より生 活が 困 窮した 生活 保護 利用者 がい ること につ いて、

まず、米子市としてはどのようにお考えなのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 最高裁 の判 決に より生 活扶 助基準 引下 げが

違法 と認 定され たこ と につき まし ては 、重く 受け 止めて いる とこ

ろで ござ います 。国 は 、司法 の最 終的 の判断 が示 された こと から、

今回 の判 決内容 を十 分 精査し 、適 切に 対応し てい くとし てお りま

して、今後の国の動向を注視していくこととしております。



○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 ま ずは 重 く受け 止め てお られる とい うこと だっ たと

思います。

そ こで 、この 減額 に よって 生活 保護 支給額 に影 響が出 た米 子市

での 生活 保護利 用者 っ ていう のが どの くらい おら れるの か、 分か

ればお願いいたします。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 影響が 出た 生活 保護世 帯数 のお尋 ねで ござ

いま すけ れども 、現 在 具体的 な数 字を 示すこ とは 困難で ござ いま

すが 、今 後、国 の方 針 が示さ れ次 第、 速やか に調 査を行 う予 定で

ございます。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 そ うす る と、支 給額 が減 額にな った 市民に 対す る差

額支 給な どの補 償っ て いうの が今 後出 てくる とは 思うん です けれ

ども 、そ の影響 とか っ ていう のも 分か らない とい うこと でよ ろし

いでしょうか。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 先ほど も御 答弁 いたし まし たとお り、 補償

の影 響に つきま して も 現在数 字を お示 ししま すこ とは困 難で ござ

いま すの で、国 の方 針 が示さ れ次 第、 速やか に対 応をし てい きた

いと考えております。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 そ うす る と、ち ょっ と聞 いてみ ます けれど も、 最初

その 減額 がされ た２ ０ １３年 当時 の米 子市に おけ る生活 保護 世帯

数と それ 以降の 年間 平 均の生 活保 護の 新たな 新規 世帯数 って いう



んですかね、それを教えていただけますでしょうか。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 ２０１ ３年 、平 成２５ 年３ 月末現 在の 生活

保護 世帯 数は 1,４ ９ ８ 世 帯 で ご ざ い ま し て 、 ２ ０ １ ３年 、平 成２

５年 度か ら２０ ２４ 年 、令和 ６年 度ま での年 間の 平均の 保護 開始

世帯数は２６３世帯でございます。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 ２ ０１ ３ 年当時 の世 帯数 が 1,４ ９ ８ 世 帯 で 、 そ の 後、

昨 年 ま で で す ね 、で す んで１ ２年 間の 新規の 世帯 数が年 間平 均２

６３ 件と いうこ とで す と、ざ っと です けども 、計 算して みれ ば、

約 4,５ ０ ０ 世 帯 ぐ ら い が 影 響 を 受 け た と 考え られ ると思 いま す。

ただ 、そ の中で は、 生 活扶助 の支 給、 生活部 分の 扶助の 支給 がな

い世 帯っ ていう のも 、 数は少 ない です けども 、あ ると思 われ ます

ので 、き ちんと した 数 字は出 せな いと いうこ とだ と思い ます けれ

ども 、大 まかな 数字 と しては つか むこ とがで きる のでは ない かと

私は思っております。

そ して 、ある 試算 で は、全 国で は、 当時減 額さ れた生 活保 護利

用者 は約 ２００ 万人 、 大体年 間２ ００ 万人前 後で 推移し てま すん

で、 ２０ ０万人 おら れ て、補 償額 とし ては約 4,０ ０ ０ 億 円 に 上 る

の で は な い か と い う 話 もあり ます 。生 活保護 基準 の減額 によ り困

窮し た米 子市民 もい る ことを 考え れば 、米子 市と しても 国に 対し、

国の 責任 におい て早 急 に補償 する よう 要望す る必 要があ ると 思い

ますけれども、見解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 国に対 する 要望 につい てで ござい ます が、



現在 、国 の最高 裁判 決 への対 応に 関す る専門 委員 会にお きま して、

最高 裁判 決の趣 旨及 び 内容を 踏ま えた 対応の 在り 方につ いて 、法

律、 経済 、福祉 の専 門 的知見 に基 づく 検討が なさ れてい ると ころ

でご ざい ます。 国の 方 針が示 され てな い現段 階で 要望を 行う 考え

はご ざい ません 。今 後 の国の 動向 を注 視しつ つ、 市民の 生活 安定

に資する対応に努めていくこととしております。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 生 活保 護 の利用 者が 最低 限度の 生活 を送る こと がで

きな い状 態が言 わば １ ０年以 上続 いて 、さら にそ の提訴 から も１

１年 たっ ていま す。 こ の間、 亡く なら れた生 活保 護利用 者も おら

れる わけ です。 一刻 も 早くそ の被 害を 回復す るこ とが必 要な ので

はな いで しょう か。 注 視する だけ では なく、 早く 対応す るよ うに

要望 する ことが 米子 市 民のた めに 必要 である と考 えます けれ ども、

再度 改め て聞き ます け れども 、国 に対 し早急 に補 償する よう 要望

する気が本当にないのか伺います。

○岡田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 こ れは 私 から答 弁い たし ます。 重ね ての答 弁と なり

ます けれ ども、 現在 、 国のほ うで この 裁判の 判決 内容を 受け て協

議を して いらっ しゃ る という ふう に私 どもと して は伺っ てお りま

すの で、 その内 容を 我 々とし ても しっ かりと 注視 をして いき たい

と思 って おりま す。 そ れはや はり 手続 という もの が、我 々、 もし

かし たら 発生す るこ と になる とい うこ とであ りま すので 、今 、議

員言 われ たよう に、 ど の範囲 でど の金 額でと いう ような こと はし

っか りと 国のほ うが や はり指 し示 して いただ かな いと、 これ は国

の制 度に 基づい て行 う 制度で ござ いま すので 、し たがい まし て、



国の この 判決を 受け た 方針に つい て、 我々と して 今注視 をし てい

ると、そのような段階でございます。以上でございます。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 ど の範 囲 とか、 どう いう ふうな 対応 にする のか って

いう のは 、国の 方針 、 それが 決定 する までっ てい うこと です けれ

ども 、早 くそれ もや っ ぱり決 めて いた だかな けれ ば、こ れま でず

っと 裁判 に訴え て待 っ てこら れた 方々 がおら れる わけで す。 実際

原告 とし ては、 鳥取 県 米子市 には おら れない よう ですけ れど も、

それ で影 響を受 けた 米 子市民 は確 実に おられ るわ けです ので 、早

く方 針を 出して ほし い 、そう いう 要望 だけで も国 に対し て米 子市

としてするべきだと思いますので、強く要望をしておきます。

次 の質 問に移 りま す 。介護 が必 要な 人を取 り残 さない ため に質

問をします。

介 護施 設での ハラ ス メント の状 況に ついて です けれど も、 今後、

高齢 化社 会の中 でま す ます重 要と なっ てくる 介護 分野に つい て、

介護 現場 での職 員、 そ して利 用者 の双 方を守 って いくこ とが 大事

にな って くると 思い ま す。介 護施 設な ど介護 現場 におい て、 職員

が利 用者 やその 家族 か らハラ スメ ント を受け たり 、逆に 利用 者が

職員 から ハラス メン ト を受け たり する ことが ニュ ースと かで も出

てき ます けれど も、 そ のよう な実 態に ついて 、本 市はど こま で把

握し てい るのか 、把 握 してい ると すれ ば、数 はど のくら いあ るの

か、まず伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 ハラス メン トの 状況の 把握 につい てで ござ

いま すが 、近年 、利 用 者から の過 剰な サービ スの 要求や 暴言 など



のハ ラス メント と思 わ れるこ とが 介護 現場に おい て起こ って いる

こと は事 業所か らの 相 談など にお きま して認 識を してい ると ころ

でご ざい ますが 、詳 細 な発生 件数 は把 握をし てい ないと ころ でご

ざいます。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 米 子市 と しては 、ま だ今 のとこ ろ十 分に把 握で きて

ないような答弁だったと感じました。

介 護人 材、こ の確 保 ってい うの は、 今重要 な課 題とな って おり

ます 。介 護職員 がハ ラ スメン トで 離職 したり しな いよう に、 また

利用 者の 権利が 侵害 さ れたり する こと のない よう に、本 市と して

も介 護現 場での ハラ ス メント の状 況、 やはり 積極 的に把 握し てお

く必要があると考えますけれども、所見を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 状況把 握に つい てでご ざい ますが 、令 和３

年度 の制 度改正 にお き まして 、介 護職 員が安 心し て働く こと がで

きる よう 、事業 者が ハ ラスメ ント 対策 として 必要 な措置 を講 ずる

こと が義 務づけ られ て いると ころ でご ざいま して 、適正 な介 護保

険制 度の 運営と 制度 の 持続可 能な 体制 づくり の観 点から 、介 護現

場の実態を把握することは必要であると考えております。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 ぜ ひと も 先ほど 言わ れた ように 、よ りよい 介護 現場

の実 現の ために 積極 的 に把握 に努 めて いただ きま すよう お願 いい

たします。

次 に、 ハラス メン ト 対策の マニ ュア ルにつ いて ですけ れど も、

この 今回 その介 護現 場 でのハ ラス メン トの質 問を するよ うに なっ



たき っか けです けれ ど も、セ クハ ラ事 案で施 設と 利用者 間で トラ

ブル にな ったケ ース と いうの があ った からで す。 その施 設の ある

場所 自体 は市外 、米 子 市外な んで すけ れども 、そ こを利 用し てい

る米 子市 民が、 その 場 で職員 に対 して セクハ ラを 行った とし て入

所を 拒否 された とい う 話を聞 きま した 。その 方は 、その 老健 施設

への 入所 、何回 か続 け ている 方で 、施 設から その 前回入 所時 にセ

クハ ラが あった とし て 、次の 入所 予定 の今年 の７ 月の１ か月 前、

６月 に入 所を断 られ た という こと でし た。そ の方 は妻と 二人 暮ら

しで すけ れども 、そ の 妻の方 も病 気を 抱えて おら れて、 本人 の介

護な どが 十分に でき な いとの こと で老 健施設 を利 用して おら れま

した 。し かし、 その 後 、ほか の施 設へ の入所 も決 まらず 、大 変困

っておられる状況です。

こ のケ ースで 問題 だ と感じ たの が、 入所予 定の １か月 前ま でセ

クハ ラの 件につ いて 本 人にも 家族 にも 伝えら れず 、何の 対策 もな

され てな かった とい う ことで す。 その 施設の 相談 員も１ か月 前に

その セク ハラの 件に つ いて聞 いた との ことで すけ れども 、関 係者

での ケー ス会議 など も 開かれ ず、 その 対応に つい て何の 相談 もす

るこ とな く、い きな り 入所を 拒否 され ておら れま す。本 人と その

家族 は、 施設か らは 口 頭でセ クハ ラの 内容を 聞い たとの こと です

けれ ども 、本人 も実 際 何のこ とか よく 分から なか ったた めに 、家

族が 記録 を見せ てほ し いと訪 ねた とこ ろ、施 設の ほうで は記 録を

取っ てな いとい うこ と なんで すね 。ま た、こ れま での入 所の とき

に、 何か あった とき の ために 部屋 にカ メラを つけ ていい かと いう

ふう に施 設のほ うか ら 聞かれ たの で、 オーケ ーし てサイ ンも して

いた ので 、その 録画 記 録を見 せて くだ さいと も聞 いたそ うで すけ



れど も、 施設側 から は 、それ も見 せる ことは でき ないと いう 返答

だっ たと のこと です 。 そのた め、 セク ハラの 件に ついて もど こま

で本 当か 分から ず、 利 用者の 家族 は施 設に対 して かなり の不 信感

を抱いておられました。

介 護サ ービス 利用 者 は、サ ービ スが 受けれ なく なれば 、た ちま

ち生 活に 大きな 支障 が 出るた め、 サー ビスを やめ ること につ いて

は慎 重に ならな けれ ば なりま せん 。本 来であ れば 、記録 を残 して、

この よう なセク ハラ が あった ので 、ど のよう に対 応する のか 関係

者で 話し 合い、 担当 者 からま ず注 意し てもら うと か、担 当者 から

注意 でき ない場 合は 、 その部 署の 責任 者や施 設の 責任者 、ま たは

家族 に伝 えて、 家族 か らでも 注意 して もらい 、改 善され れば それ

で何 とか 話は済 むこ と ではな いで しょ うか。 それ でも改 善さ れな

いの なら 、入所 を断 る という こと も考 えられ ます けれど も、 その

よう な段 階を踏 まず 、 いきな り入 所を 断ると いう このケ ース につ

いて、米子市としてはどのように考えておられるのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 入所を 断る とい うケー スに ついて でご ざい

ます が、 介護保 険施 設 等は、 正当 な理 由なく サー ビスの 提供 を拒

んで はな らない と介 護 保険法 に定 めら れてお りま す。一 方で 、施

設と して は、職 場の 安 全性及 び職 員一 人一人 の人 権を守 る観 点か

ら、 利用 者から のセ ク ハラ等 を理 由に やむを 得ず サービ スの 提供

を拒否することは、起こり得るものと考えております。

た だし 、その よう な 対応を 取る 際に は、可 能な 限り利 用者 に対

して 理由 を丁寧 に説 明 をし、 理解 を得 ること が必 要であ ると 考え

てお りま す。個 別の ケ ースに つき まし ては、 様々 な要因 や背 景も



ある と思 われま すの で 言及は いた しか ねます が、 一般的 には 、ま

ず利 用者 と施設 が話 合 いをさ れて 、双 方の合 意を 得るよ う努 める

ことが必要であると考えております。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 話 合い を 行って 、双 方合 意を得 るよ うにと いう こと

です けれ ども、 どの よ うにし てそ のよ うな合 意を 得るこ とが でき

るのかということが課題になってくると思われます。

そ のた め、厚 生労 働 省は、 介護 現場 におけ るハ ラスメ ント 対策

のマニュアルを作り、周知、研修をするよう進めておられます。

そ こで 、米子 市と し ては、 その よう なマニ ュア ルの周 知、 研修

を行 って おられ るの か 、また 介護 事業 所にハ ラス メント 対策 のマ

ニュ アル などの 研修 の 状況、 それ らの 確認は 行っ ている のか 伺い

ます。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 マニュ アル の周 知及び 研修 につい てで ござ

いま すが 、現時 点で 本 市独自 での 周知 や研修 は実 施して いな いと

ころ でご ざいま す。 ま た、事 業所 の研 修の状 況に ついて でご ざい

ます が、 全事業 所を 対 象とい たし まし た一律 的な 確認は 行っ てお

りま せん が、個 別の 事 業所に 対し て行 います 運営 指導な どで 適宜

確認を行っているところでございます。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 全 体的 に は行っ てお られ ないと いう ことで 、各 事業

所が どの くらい マニ ュ アルに つい て理 解して おら れるか って いう

のはちょっと疑問が残るところであります。

国 のマ ニュア ル、 ち ょっと 私も 見て みたん です が、か なり ボリ



ュー ムが ありま すの で 、ちょ っと かい つまん で幾 つか話 をさ せて

いた だき ますと 、ハ ラ スメン ト対 策の 基本的 な考 え方の 中で 、ハ

ラス メン トが起 こっ た 要因の 分析 が大 切であ ると して、 でき るだ

け正 確な 事実確 認を 行 うなど して 要因 分析を 行い 、施設 事業 所全

体で よく 議論し て、 ケ ースに 合っ た対 策を立 てて いくこ と。 そし

て、 問題 が起こ った 際 には、 施設 、事 業所内 で共 有し、 誰も が一

人で抱え込まないようにすることとあります。

ま た、 ハラス メン ト を理由 とす る契 約解除 とし ては、 施設 事業

所側 から する契 約解 除 には、 先ほ ども ちょっ と話 があり まし た、

正当 な理 由が必 要で す とあり ます 。そ して、 その 正当な 理由 の判

断に 当た っては 、ハ ラ スメン トに よる 結果の 重大 性、ハ ラス メン

トの 再発 可能性 、契 約 解除以 外の ハラ スメン ト防 止方法 の有 無、

可否 及び 契約解 除に よ る利用 者の 不利 益の程 度な どがあ ると され

ています。

そ して 、正当 な理 由 があり 、サ ービ スの提 供が 困難で ある と判

断さ れた として も、 当 該サー ビス 施設 事業所 は、 適当な ほか の介

護サ ービ ス施設 事業 所 を紹介 する など 、必要 な措 置を速 やか に講

じなければならないと規定されています。

こ れら の内容 から 考 えると 、今 回の ケース 、記 録がな いた め、

でき るだ け正確 な事 実 確認が でき ませ ん。問 題が 起こっ たこ とを

施設 事業 所内で 共有 を してい ませ ん。 そして 、そ の問題 に何 の対

応も して いない ため 、 ハラス メン トの 再発可 能性 もハラ スメ ント

防止 方法 の有無 や可 否 も不明 です 。そ して、 ほか の介護 施設 を紹

介す るな どもあ りま せ んでし た。 この ような やり 方で入 所を 断っ

てい ては 、施設 と利 用 者との 間で トラ ブルに なり 、双方 にと って



何も いい ことは あり ま せん。 さら にハ ラスメ ント 対策が きち んと

でき てい ない施 設で 働 くって いう こと は、職 員を 守るこ とに もな

らず、職員にとってもいいことはありません。

こ のよ うに、 国の マ ニュア ルを 参考 にして ると は思え ない ケー

スで すけ れども 、国 の マニュ アル と照 らし合 わせ て、米 子市 とし

てはどう考えるのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 マニュ アル に沿 った対 応に ついて でご ざい

ます けれ ども、 今回 の ケース につ きま しては 、本 市が施 設の 指定

権者 では ござい ませ ん ので、 詳細 は差 し控え させ ていた だく とこ

ろで ござ います けれ ど も、一 般論 とい たしま して は、施 設側 にも

状況 を確 認した 上で 、 国の示 すマ ニュ アルを 参考 にしな がら 、指

導、助言を行っていくことが望ましいと考えております。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 そ うで す よね。 マニ ュア ルを示 しな がら、 指導 、助

言するということは大事になってくると思います。

今 回の 問題が 起き た 後、利 用者 家族 、そし て、 そのケ アマ ネジ

ャー さん 、そし て、 米 子市職 員を 交え て話合 いが あった と聞 きま

した 。米 子市と して は 、その 会議 の後 ででも 、施 設側に 厚生 労働

省の マニ ュアル に沿 っ て対応 して いる のか確 認を された のか 、ま

た施 設の ほうが 知ら な いよう であ れば 、厚生 労働 省のマ ニュ アル

について説明をされたのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 本市と いた しま しては 、先 ほども 述べ まし

たと おり 、ちょ っと 個 別のケ ース でご ざいま すか ら、詳 細は 差し



控え させ ていた だき ま すけれ ども 、本 市は保 険者 の立場 とい たし

まし て、 利用者 様、 利 用者家 族様 から 詳細を 聞き 取りま して 、状

況確 認に 努めた とこ ろ でござ いま す。 また、 施設 側に対 して も、

別途 聞き 取りを 行い ま して、 利用 者さ んへ丁 寧な 説明を する よう

お伝 えし たとこ ろで ご ざいま す。 これ につい て、 施設の 指定 権者

であ る鳥 取県へ も情 報 を提供 いた しま して共 有し たとこ ろで ござ

いま して 、国の 示す マ ニュア ルを 参考 にしな がら 、本市 とし て指

導したというところは、現段階ではございません。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 そ のと き は行っ てな いと いうこ とで すけれ ども 、相

談を 受け た米子 市と し ては、 やは りマ ニュア ルに 基づい て施 設に

助言 、指 導など を行 う 必要が ある と考 えます けれ ども、 所見 を伺

います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 マニュ アル に基 づいた 助言 、指導 でご ざい

ます けれ ども、 厚生 労 働省が 示し てお ります マニ ュアル は、 自ら

の施 設に おいて ハラ ス メント 対策 を講 じるた めの 参考と して 用意

をさ れた もので ある と 考えて おり ます 。今回 のケ ースに つき まし

ては 、本 市から 指定 権 者であ りま す鳥 取県と 情報 共有し たと ころ

でご ざい まして 、今 後 の施設 への 助言 や指導 につ いては 、県 が対

応を 検討 される と伺 っ ている とこ ろで ござい ます 。一般 論と いた

しま して は、同 様の 案 件が発 生し まし た場合 には 、厚生 労働 省の

マニ ュア ルを参 照し つ つ、必 要に 応じ て助言 や指 導を行 うこ とが

望ましいと考えております。

○岡田議長 又野議員。



○又 野議 員 今 後は 県 が指導 、助 言を 行うと いう 話でし たけ れど

も、 やは り相談 を受 け た米子 市と して は、先 ほど さらに 一般 論と

して 言わ れまし たけ れ ども、 国の マニ ュアル を参 照して 指導 、助

言を 行う という こと が やはり 必要 なの ではな いか と私も 思い ます。

全 国的 に介護 現場 で のハラ スメ ント により トラ ブルが 多分 たく

さん 起き てるん でし ょ うね。 その ため に国は 対策 マニュ アル を作

って いる と思わ れま す 。今回 、利 用者 の家族 から は、施 設か らも

ケア マネ ジャー さん か らも米 子市 職員 さんか らも ハラス メン ト対

策マ ニュ アルの 話は な かった と聞 きま した。 今回 のケー スの 市外

の施 設の みなら ず、 米 子市内 でも 介護 現場で のマ ニュア ルの 周知

など がで きてい ない よ うに感 じま した 。国の マニ ュアル の研 修や

徹底 など を行っ て、 同 じよう なこ とが 起きな いよ うにす る必 要が

あると考えますけれども、所見を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 ハラス メン トの 再発防 止に ついて でご ざい

ます 。本 市とい たし ま しても 、利 用者 保護と 介護 現場の 安全 性の

確保 のた め、様 々な 機 会を捉 えま して 、介護 現場 におけ るハ ラス

メン ト対 策につ いて 、 国のマ ニュ アル も参考 にし ながら 啓発 を行

って いき ますと とも に 、鳥取 県と も問 題意識 を共 有いた しま して、

方策についての検討を深めていきたいと考えております。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 先 ほど か ら県の ほう がっ ていう 話が ちょこ ちょ こ出

てき て、 多いと 感じ ま すので 、ち ょっ と確認 です けれど も、 米子

市と して も国の マニ ュ アルを 参考 にし て、介 護現 場での ハラ スメ

ント 対策 、これ を徹 底 、これ を図 って いくと いう ことで 理解 して



よろしいのか、確認で伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 令和３ 年度 の法 改正の とき にこう いっ た事

業所 にお いてハ ラス メ ント対 策と いう ことを 講じ るよう にと いう

こと にな りまし た。 今 、介護 離職 とい うこと も問 題にな って おり

ます し、 本市で も、 毎 年事業 者さ んを 対象と した 集団指 導と いう

よう な研 修の場 も設 け ており ます ので 、そう いっ た機会 も捉 えま

して 、マ ニュア ルの 紹 介です とか 、周 知も行 って いきた いと 考え

ております。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 ぜ ひと も このハ ラス メン ト対策 、し っかり と徹 底し

ていただきますようお願いいたします。

介 護疲 れで痛 まし い 事件が 起こ ると いうニ ュー スもた まに 目に

しま す。 今回の ケー ス も含め て、 その ような こと が起き ない よう

に、 先ほ どおっ しゃ ら れまし たけ れど も、ハ ラス メント によ って

介護 離職 が増加 し、 米 子市の 介護 サー ビスが 持続 できな いよ うな

こと にな らない よう 、 介護現 場で のハ ラスメ ント 対策の 徹底 、し

っかりとしていただきますようよろしくお願いいたします。

で は、 次の質 問に 移 ります 。子 育て 環境の さら なる充 実を 目指

して質問をします。

多 胎児 支援の 現状 に ついて です けれ ども、 多胎 児世帯 のお 話を

聞く こと がこの 間あ り ました 。そ こで 、多胎 児世 帯への 今回 経済

的援 助が 、今回 とい い ますか 、こ の前 のとき です ね、経 済的 援助

が始 まっ たこと を大 変 喜んで おら れま した。 これ まで議 会で 多胎

児支 援に ついて 質問 さ れた議 員さ んの ことも お伝 えしま した ら、



大変 感謝 もして おら れ ました 。こ のよ うなこ れま での議 会で のや

り取 りも あって 、米 子 市では 、子 育て 支援も 力が 入って いる と感

じているところです。

多 胎児 世帯へ の経 済 的支援 、こ れも 始まっ たと ころで すけ れど

も、 現在 の多胎 児支 援 の内容 と、 分か る範囲 でい いです 、実 績に

ついて教えてください。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 多胎 児支 援の 主な内 容と 実績に つい てで

ござ いま すが、 今年 度 から多 胎児 を出 産され まし た世帯 を対 象に

いた しま して、 子ど も １人当 たり ５万 円を助 成す る米子 市多 胎児

出産 応援 助成金 を実 施 してお り、 給付 実績は 現在 のとこ ろ、 給付

済み が４ 件で給 付予 定 が１４ 件で ござ います 。ま た、母 子健 康手

帳交 付時 に「ふ たご の 子育て 」と いう 冊子の 配付 や多胎 児サ ーク

ルの 紹介 を行い 、合 わ せて５ 回分 をプ ラスし た妊 婦健康 診査 費用

補助 券の 交付を 行っ て おりま して 、令 和６年 度の 実績は １５ 組で

ございます。

あ と、 ハート フル 駐 車場の 利用 期間 を令和 ６年 度から 、産 後１

年半 から 産後３ 年ま で に延長 をし てお ります 。ま た、産 後ケ ア、

産後 ヘル プサー ビス の 利用回 数の 加算 もあり まし て、令 和６ 年度

実績 は、 産後ケ アは 利 用者数 が８ 組、 産後ヘ ルプ サービ スは １世

帯で ござ います 。そ れ と、子 育て 支援 センタ ーに おきま して は、

多胎 児の 保護者 同士 の 情報交 換、 交流 の場の 提供 を実施 し、 令和

６年 度の 実績は 延べ １ ８組で ござ いま す。最 後に 今年度 から 多胎

児を 含む きょう だい で 新規に 保育 所に 入所を 希望 する場 合の 利用

調整も実施しております。以上です。



○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 い ろい ろ 多胎児 支援 、始 まって いる と思っ てい まし

たけ ども 、こう やっ て まとめ て聞 くと 、かな り数 がある なと 感じ

たところです。

ソ フト 面につ いて の 支援に 移り ます けれど も、 その多 胎児 世帯

の方 から 、多胎 育児 を されて いる 多く の方か らそ ういう 意見 をま

とめ られ ていて 、様 々 な要望 を聞 いた ところ です 。おむ つ代 の補

助で すと か、ミ ルク 代 の補助 、産 後ケ アの回 数を 増やし てほ しい

とか 、ハ ートフ ル駐 車 場の期 間延 長な どなど 、た くさん の御 意見

をいただきました。

多 胎児 世帯へ の金 銭 的な援 助、 米子 でも始 まり ました し、 産後

ケア につ いても 、多 胎 児世帯 につ いて は、先 ほど の話で 特別 な対

応も あり ます。 ハー ト フル駐 車場 につ きまし ても 期間が 延び てき

てい ます ので、 これ ら はその 後の 経過 を確認 して 、さら なる 充実

が可能かどうか見極めていくことになるとは思っております。

た だ、 そこで 、い ろ いろな 要望 を聞 く中で 私が 強く感 じた とこ

ろが 、多 胎育児 の大 変 さって いう のが なかな か伝 わらな いと 、分

かっ てく れない 人が い るとい うこ とで した。 いた だいた 意見 の中

には 、ち ょっと 厳し い 意見で すけ ども 、この よう なもの があ りま

した 。行 政に相 談し て も双子 の実 情を 理解し てい ない的 外れ なア

ドバ イス が非常 に多 い 。一人 赤ち ゃん に対し てす るよう な正 論を

ぶつ けら れても 全く 通 用しな い。 こち らの大 変さ を理解 した 上で

アド バイ スして ほし い 。無理 なこ とを 求めら れ、 逆に追 い詰 めら

れる 。二 度と相 談し た くない と思 うと か、双 子と 年子を 同じ よう

に考 えら れるこ とが 度 々ある が、 現実 は全く 異な る。同 じ月 齢の



子ど もを 同時に 育て る 大変さ をも っと 理解し てほ しいな どの 意見

があったということです。

こ のよ うな多 胎育 児 をして おら れる 家庭の 声に 応える ため に、

全国 のほ うでは 、多 胎 育児経 験者 によ るピア サポ ーター の制 度が

広が って いると 聞き ま す。そ のピ アサ ポータ ー制 度の意 義に つい

て、 米子 市とし ては ど う考え てい るの か、ま たど のよう なピ アサ

ポー ター 制度の 支援 の 内容が ある のか 、把握 して いる範 囲で 教え

てください。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 多胎 児育 児の ピアサ ポー ターの 制度 の意

義と 支援 内容に つい て でござ いま すが 、制度 の意 義につ きま して

は、 同じ 境遇を 経験 し た仲間 、ピ アと して情 報提 供、精 神的 支援、

孤立 防止 、育児 困難 の 予防、 軽減 等を 図るこ とと 認識し てお りま

す。

支 援内 容とい たし ま しては 、多 胎児 育児の 経験 に基づ き、 希望

者に つき まして は、 御 家庭に 訪問 し、 お悩み 相談 を行っ たり 、実

践的 な育 児アド バイ ス を行う など の支 援であ ると 把握し てい ると

ころでございます。

○岡田議長 又野議員。

○又 野議 員 先 ほど の 少し前 の答 弁で も、多 胎児 サーク ルの 紹介

もし てお られる よう で すけれ ども 、多 胎育児 をし ておら れる 方は、

身体 的に も精神 的に も かなり 負担 がか かって いる ようで 、多 胎児

を抱 えて 外に出 るこ と も難し くて 、知 らない 人の 中にい きな り入

っていくっていうことも勇気が要るということです。

行 政側 から積 極的 に 多胎育 児の 大変 さを共 有で きる多 胎育 児経



験者 のピ アサポ ータ ー と一緒 に支 援相 談が行 える ような 体制 が必

要で はな いかと 考え て おりま す。 米子 市もピ アサ ポータ ー制 度の

意義 につ いては 、先 ほ どの答 弁で 認識 はして おら れるよ うで すの

で、 家庭 訪問の とき な どにピ アサ ポー ターも 一緒 に訪問 する など

の支援っていうのができないのか伺います。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 家庭 訪問 のと きなど にピ アサポ ータ ーも

一緒 に訪 問する など の 支援が でき ない かとの お尋 ねでご ざい ます。

現在 、保 健師等 によ り 、家庭 訪問 等の 支援を 行っ ており まし て、

現時 点で ピアサ ポー タ ーによ る支 援の 予定は ござ いませ ん。 まず、

子育 て支 援セン ター で 実施し てお りま す多胎 児交 流の充 実に 努め

てい きた いと考 えて お ります 。今 後は 活動さ れて いる多 胎児 サー

クル との 連携を 図り な がら利 用ニ ーズ の把握 に努 めると とも に、

ピア サポ ーター を導 入 してい る自 治体 の取組 を参 考に研 究し てま

いりたいと考えております。

○岡田議長 又野議員。

○又野議員 現時点では予定はされていないということでした。

ま た、 ここで も多 胎 児サー クル の話 が出ま した けれど も、 先ほ

ども 少し 触れま した け れども 、多 胎育 児して おら れる方 とい うの

は、 精神 的にも 肉体 的 にも余 裕が なく なるこ とが 多いよ うで す。

なか なか 外に出 るっ て いうの が、 育児 されて いる 方から は難 しい

よう に聞 きます 。行 政 から積 極的 に支 援をし てい くため にも 、ピ

アサ ポー ター制 度、 ぜ ひとも 今後 、取 りあえ ず研 究はし てい きた

いと いう ことで した け れども 、さ らに 進んで 検討 してい ただ きま

すよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。



○岡田議長 以上で本日の日程は終了いたしました。

お 諮り いたし ます 。 本日は これ をも って散 会し 、明６ 日か ら８

日ま では 休会と し、 ９ 日午前 １０ 時か ら会議 を開 きたい と思 いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

本日はこれをもって散会いたします。

午後３時３７分 散会


